
山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
四
十
一
号　
　

令
和
二
年
九
月
三
十
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

水 曜 日

号
外
第
四
十
一
号

　

令
和
二
年

九
月
三
十
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
基
準
地
の
標
準
価
格	

一

　
　
　
　

人
事
委
員
会

○
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

○
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

○
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二

　
　
　
　
　
　

公　
　
　

告

◉　

基
準
地
の
標
準
価
格

　

国
土
利
用
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
令
和
二
年
七
月
一
日
に
お
け
る
基
準
地
の
単
位
面
積
当
た
り
の
標
準
価
格
を
判
定
し
た
の
で
、
山

梨
県
リ
ニ
ア
交
通
局
地
域
創
生
・
人
口
対
策
課
に
お
い
て
関
係
図
書
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　
　
　
　

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号

　

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄　
　

　
　
　

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

備
考

　
　

一	　

こ
の
表
の
試
験
種
目
欄
中
次
に
掲
げ
る
用
語
に
つ
い
て
は
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す

る
。

　
　
　

1
	　

「
教
養
試
験
」
と
は
、
一
般
的
な
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
の
五
肢
選
択
式
に
よ
る
筆
記

試
験
を
い
う
。

　
　
　

2
	　

「
専
門
試
験
」
と
は
、
専
門
的
な
知
識
、
技
術
又
は
そ
の
他
の
能
力
に
つ
い
て
の
五
肢
選

択
式
、
五
肢
選
択
式
及
び
記
述
式
又
は
記
述
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
い
う
。

　
　
　

3
	　

「
自
己
ア
ピ
ー
ル
試
験
」
と
は
、
自
ら
の
経
験
等
か
ら
得
た
能
力
・
実
績
に
つ
い
て
の
記

述
式
に
よ
る
試
験
を
い
う
。

　
　
　

4
	　

「
実
技
試
験
」
と
は
、
武
道
（
柔
道
又
は
剣
道
）
の
技
術
及
び
技
能
に
つ
い
て
の
実
技
に

よ
る
試
験
を
い
う
。

　
　
　

5
	　

「
人
物
試
験
」
と
は
、
職
員
と
し
て
必
要
な
資
質
・
適
性
又
は
人
柄
・
性
向
等
に
つ
い
て

の
面
接
等
に
よ
る
試
験
を
い
う
。

　
　
　

6
	　

「
論
文
試
験
」
と
は
、
文
章
に
よ
る
表
現
力
、
構
成
力
、
課
題
に
対
す
る
理
解
力
等
に
つ

い
て
の
記
述
式
に
よ
る
試
験
を
い
う
。

　
　
　

7
	　

「
作
文
試
験
」
と
は
、
文
章
に
よ
る
表
現
力
、
構
成
力
等
に
つ
い
て
の
記
述
式
に
よ
る
試

験
を
い
う
。

　
　
　

8
	　

「
身
体
検
査
」
と
は
、
健
康
状
態
に
つ
い
て
の
医
学
的
検
査
を
い
う
。

　
　
　

9
	　

「
資
格
調
査
」
と
は
、
受
験
資
格
の
有
無
、
申
込
書
記
載
事
項
等
の
真
否
に
つ
い
て
の
調

査
を
い
う
。

　
　
　

10	　

「
体
力
試
験
」
と
は
、
職
務
遂
行
上
必
要
な
体
力
に
つ
い
て
の
実
地
試
験
を
い
う
。

　
　

二	　

行
お
う
と
す
る
採
用
試
験
の
試
験
職
種
に
つ
い
て
、
天
災
地
変
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由

に
よ
り
当
該
試
験
職
種
に
係
る
試
験
種
目
の
全
て
の
実
施
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
試
験
種

目
欄
に
掲
げ
る
試
験
種
目
の
一
部
を
変
更
し
、
又
は
実
施
し
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号

　

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄　
　

　
　
　

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う



発
行
者　
　

山

梨

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
四
十
一
号　
　

令
和
二
年
九
月
三
十
日

二

に
改
正
す
る
。

　

別
表
東
京
都
の
項
中
「
八
王
子
市　

府
中
市
」
を
「
八
王
子
市
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号

　

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
人
事
委
員
会

委　

員　

長　
　

中　
　

島　
　

琢　
　

雄　
　

　
　
　

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
三
条
第
五
項
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
十
五
条
第
一

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と

し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3
	　

社
会
福
祉
業
務
従
事
手
当
に
係
る
業
務
に
従
事
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
業
務
の
一
部
が
こ
の

条
に
規
定
す
る
防
疫
等
作
業
手
当
に
係
る
作
業
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
第
三
条
の
規

定
は
適
用
せ
ず
、
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
防
疫
等
作
業
手
当
を
支
給
す
る
。

　
　
　

附　

則

1
	　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2
	　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
附
則
第
三
条
第
六
項
の
規
定
は
令
和

二
年
二
月
一
日
か
ら
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
同
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。


